
 

 

      令和５年度決算に係る主要な施策の成果について  

 

  令和５年度決算を議会の認定に付するにあたり、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３３条第５項の定めるところにより、同年度中

における主要な施策の成果を次のとおり提出する。  

 

 

    令和６年８月３０日提出  

 

                               安中市長 岩 井  均  

 

 

 

 

 

 




































































































































